
Ⅶ 全体計画  

ア 道徳教育の全体計画  

学校の教育目標 

進んで学び 心豊かで 元気な児童の育成 

めざす児童像 

One step ahead Be the challenger 
未来を見据えて 一歩先行く人になる 

気づき 考え 行動する 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

道徳教育の重点目標 

A 善悪を判断して行動し、自立・自律して生活できる子 

B 礼儀正しく、思いやりの心をもつ子 

C きまりを守り、人のために考えて行動できる子 

D 生命の尊さを理解し、命を大切にする子 

各教科 

国

語 

人との関わりの中で

伝えあう力を高め、豊か

な言語感覚、思考力、想

像力を養う。 

社

会 

地域社会に対する誇

りと愛情をもち、我が国

の国土と歴史を大切に

する心を養う。 

算

数 

日常の事象を数理的

捉え、見通しをもち、筋道

を立てて考察する力を養

う。 

理

科 

生命を尊重し、自然に

親しもうとする態度、科

学的な見方・考え方を養

う。 

生

活 

具体的な活動や体験

を通して、生活上必要な

習慣や技能を身に付け、

自立への基礎を養う。 

音

楽 

表現や鑑賞活動を通

して、音楽を愛する心情

と感性を育て、豊かな情

操を養う。 

図

工 

創作活動や鑑賞活動

を通して、表現する喜び

を味わい、豊かな心を養

う。 

家

庭 

日常生活に必要な知

識や技能を身に付け、家

庭生活を大切にする心

情を養う。 

体

育 

健康や安全に気をつ

け、運動を通して、協力し

たり努力したりしようとす

る態度を養う。 

外

国

語 

外国の人々や文化を

大切にし、日本人として

の自覚をもって、世界の

人々と親善に努める心を

養う。 

特別活動 

 

学級 

活動 

話し合い活動や

係活動を通して、

学級生活の向上

を図り、望ましい人

間関係を育てる。 

 

児童会

活動 

自発的、自治的

な活動を通して、

よりよい学校づくり

に参画する態度を

養う。 

 

クラブ 

活動 

興味関心を追

求すると共に、異

年齢交流を通し

て、好ましい人間

関係を育てる。 

 

学校 

行事 

行事への自主

的、積極的な参加

を通して、集団の

一員としての自覚

や道徳性を養う。 

各学年の重点目標 

低学年 中学年 高学年 

 基本的な生活習慣を身に付け、

皆と仲良く過ごし、自他の命を大

切にして生活しようとする態度を

養う。 

 きまりや規則を守ろうとする態

度や思いやりを身に付け、目標

に向かって努力しようとする態度

を養う。 

 自立的態度を身に付け、自

分の役割を自覚し、よりよい

生活や集団のために行動し

ようとする態度を養う。 

重点項目 

Ａ「善悪の判断、自律、自由と責任」  Ｂ「親切、思いやり」「礼儀」 

Ｃ「規則の尊重」「勤労、公共の精神」     Ｄ「生命の尊さ」 

道徳科の指導方針 

 各教科、特別活動、総合的な学習の時間、その他の教育活動と関

連を図りながら、それらを調和的に補充・深化・統合し、物事を多面

的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める学習を通

して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育成する。 

総合的な学習の時間 

 自ら課題を見つけ、解決する

能力や態度を育成する。体験

活動や探究活動に主体的に取

り組み、自己の生き方を考える

力を育てる。 

学級経営 

 全体計画、年間指導計画に基づいて学級における指導計画を立案

し、学校の道徳教育の基盤としての役割を果たすように努める。 

生徒指導 

・基本的な生活習慣を身に付け、

自分の生活をよりよくしようとする

態度を育てる。 

・教師と児童の信頼関係を深めつ

つ、児童相互の人間関係も育て

る。 

教育環境の整備 

・安全で落ち着いた学習環境を整

える。 

・他者を尊重し、思いやりのある正

しい言葉遣いや挨拶を奨励する。 

・校内美化に努め、季節感のある

自然環境作りを行う。 

豊かな体験活動 

・集団宿泊活動 

・自然体験活動 

・みどりの少年団の活動 

・社会科見学 

・鑑賞教室            など 

関係機関との連携 

各部会との連携 家庭・地域社会との連携 他の教育機関との連携 

・小学校道徳科部会 

・小・中学校生徒指導部会 

・人権、同和教育研究会      等 

・保護者や地域と相互理解し、連携、協働して道徳性の向

上を図る。（学校通信、家庭教育学級、ＰＴＡ奉仕作業など） 

・地域の人材や学習材を活用した学習を通して、自己と地

域社会との関わりを考え、郷土や地域を愛する心を育てる。 

 幼稚園や中学校等との情

報交換を密にし、児童の実態

をつかみ、定期的な交流を通

して関係性を深める。 

日本国憲法 

教育基本法 

学校教育法 

学習指導要領 

西都市教育基本方針 

社会の要請 

保護者や地域の願い 

児童の実態 

教職員の願い 
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イ 特別活動の全体計画 

     

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 学級活動 児童会活動 クラブ活動 学校行事 

目 
 

標 

学級や学校での生活をよりよ

くするための課題を見いだし、

解決するために話し合い、合意

形成し、役割を分担して実践し

たり、自己の課題の解決及び将

来の生き方を描くために意志決

定して実践したりすることに自

主的、実践的に取り組む資質や

能力を育てる。 

 異年齢の児童同士で協

力し、学校生活の充実と

向上を図るための諸問題

の解決に向けて、計画を

立て役割を分担し、協力

して運営することに自主

的、実践的に取り組む態

度を育てる。 

 異年齢の児童同士

で協力し、共通の興

味・関心を追求する

集団活動の計画をた

てて運営することに

自主的、実践的に取

り組むことを通して 

個性の伸長を図る態

度を育てる。 

 全校又は学年の児

童で協力し、よりよ

い学校生活を築くた

めの体験的な活動を

通して、集団への所

属間や連帯感を深

め、公共の精神を養

う態度を育てる。 

対
象
学
年 

全学年 ４・５・６学年 ４・５・６学年 全学年 

 

 

 

 

 

活  

 

動  

 

内  

 

容 

（１）学級や学校の生活作りへの参画 

  ア 学級や学校における生活上の

諸問題の解決 

  イ 学級内の組織づくりや役割の

自覚 

  ウ 学校における多様な集団の生

活の向上 

（２）日常の生活や学習への適応と自

己の成長及び健康安全 

  ア 基本的な生活習慣の形成 

  イ よりよい人間関係の形成 

  ウ 心身ともに健康で安全な生活 

態度の形成 

  エ 食育の観点を踏まえた学校給

食と望ましい食習慣の形成 

（３）一人一人のキャリア形成と自己

実現 

  ア 現在や将来に希望や目標をも

って生きる意欲や態度の形成 

  イ 社会参画意識の醸成や働くこ

との意義の理解 

  ウ 主体的な学習態度の形成と学

校図書館等の活用 

（１）児童会の組織作りと児

童会の活動の計画や運営 

（２）異年齢集団による交流 

（３）学校行事への協力 

 

○ 代表委員会 

   学校生活に関する諸問 

  題について話し合い、解 

  決を図る。 

 

○ 委員会活動 

   学校内の自分たちの仕 

  事を分担処理する。 

・運営委員会 

・図書・美化委員会 

・健康委員会 

・放送委員会 

○ 児童集会活動 

   学年または全校の児童

が 一同に会して集会を

行う。 

○ クラブの計画、運

営に関する話し合い 

 

○ 共通の興味・関心

を追求する活動 

 

○ クラブの成果を発

表する活動 

 

○ クラブ 

 ・ スポーツ 

 ・ 室内 

○ 儀式的行事 

入学式 卒業式  

始業式  終業式  

修了式 など 

○ 文化的行事 

   鑑賞教室 

    

○ 健康安全・体育的行事 

   運動会  

   健康診断 

（学校の行事）  

   交通安全教室 

   避難訓練 

○ 遠足・集団宿泊的行事 

   修学旅行、集団宿

泊（５・６年隔年

実施） 

   社会見学 

○ 勤労生産・奉仕的行事 

   大掃除 

 

 

    学 校 の 教 育 目 標 

 

進んで学び心豊かで元気な児童の育成 

◎ 特別活動の重点目標 

（１） 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要なこ

とについて理解し、行動の仕方を身につけるようにする。 

（２） 集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合

い、合意形成を図ったり、意志決定したりすることができるようにする。 

（３） 自主的、実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして、集団や社

会における生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、自己の生き方

についての考えを深め、自己実現を図ろうとする態度を養う。  

地域・学校の実態 教育関係法規、 

県、市の基本方針 

各教科 

総合的な学習 

道徳 教育課程

外の活動 
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ウ 情報教育の全体計画 

各学年における情報機器操作能力の育成目標に関連する情報モラル 

学年 コンピュータ・リテラシー 情報モラル 

低 

学 

年 

○ コンピュータを起動、終了することが

できる。 

○ タッチペンでタブレットに、言葉や絵

を描くことができる。 

○ ロイロノートにログインし、簡単な操

作ができる。 

○ 写真や動画を撮影し、授業に生かすこ

とができる。 

○ PCがうまくいかないときの対処法が

わかる。 

（再起動や Wi-Fiなど） 
 

 

 

 

〇 公共物（情

報機器）を大

切に扱う心 

〇 情報の信頼

性や信ぴょう

性についての

意識 

〇 情報発信者

の責任と相手

への配慮 

〇 個人情報や

プライバシー

の保護 

〇 著作権など

の尊重 

〇 人間関係の

希薄化や仮想

と現実の混同

への対処 

 

 

 

自

律 

 

思

慮 

 

節

度 

 

節

制 

 

親

切 

 

思

い 

や

り 

 

礼

儀 

 

公

徳

心 

 

規

則 

尊

中 

学 

年 

○ 簡単なキーボード操作ができる。 

○ 絵や文字を組み合わせた作品を制作す

ることができる。 

○ 簡単なプログラミングをすることがで

きる。 

○ インターネットを使って検索すること

ができる。（調べ学習） 

○ 自分のタブレットで動画を検索し、視

聴することができる。 

○ ローマ字で文字を入力することができ

る。 

○ プログラミングをすることができる。 

○ チームズで友達とやりとりができる。 
 

高 

学 

年 

○ 短時間でローマ字での文字入力ができ

る。 

○ プレゼンを使って、発表したいことを

まとめることができる。 

○ 自分で計画した通りのプログラミング

ができる。 

○ チームズを活用することができる。 

○ 文字入力を的確に行い、ショートカッ

トキーを理解する。 

○ プレゼンを使って、資料の効果を考え

て、発表したいことをまとめることがで

きる。 

○ ワード・エクセルなどのソフトを使え

る。 

○ チームズを授業で活用することができ

る。 
 

 

児童の実態 

本校の教職員の願い 

家庭・地域の実態 

保護者の願い 

学校の教育目標 

 進んで学び 心豊かで 

  元気な児童の育成 

日本国憲法 

教育基本法 

学校教育法 

学習指導要領 

西都市教育基本方針 

情報教育の目標 

〇 『生きる力』の重要な要素として、教育活動を通じて『情報活用の実践

力』、『情報の科学的な理解』、『情報社会に参画する態度』の三要素から

構成される『情報活用能力』の育成に努める。特に『情報活用の実践力』の

育成に焦点をあてる。またプログラミング教育の推進を図る。 

各教科における情報教育 

国語 

○ 基礎的な言語能力を養

い，伝え合う力を高め、

情報の良き送り手と受け

手を育てる。 

社会 

○ 文献や絵図、統計など

のほか、作業的・体験的

活動により得られた資料

を活用する態度を養う。 

算数 

○ 数学的に表現・処理し

たり、物事を判断したり

する能力を養う。 

理科 

〇 観察や実験から得られ

た情報を、数値で表した

り、グラフ化したりし

て、総合的に考察し自分

の考えをまとめ、表現す

る能力を養う。 

生活 

○ 様々な手段を適切に使

って、情報を交わしなが

ら直接的間接的に相互に

交流できる能力を養う。 

音楽 

○ 情報機器を活用した表

現活動を通して、情報活

用の実践力を高める。 

図画工作 

○ 情報機器を活用した表

現活動を通して、情報活

用 の実践力を高める。 

家庭 

○ 情報機器を使用して課

題解決する学習活動を通

して、情報活用の実践力

を 高める。 

体育 

○ 心身の健康について理

解し、楽しく運動をする

ことを通して、コミュニ

ケーションを図る能力を

養う。 

家庭・地域社会との連携 

〇 学校の情報教育に対する実践等の情報発信を行い、情報教育についての理解と協力を図る。 

〇 ＰＴＡや地域公共団体などとの連携を深め、児童の情報モラルに対する関心を高めるとともに、道徳性を高めていく。 

英語活動・外国語活動・

外国語における情報教育 

〇 コミュニケーション

能力の育成のために
CD、DVDなどの視聴覚教
材の積極的な活用を図

る。 

さいと学・総合的な学習 

の時間における情報教育 

〇 課題解決にあたり、

適切にコンピュータや
インターネットを活用

する能力を養う。 

〇 コンピュータの操作

方法や情報モラルを学
ぶ学習活動を設定し、

操作技術の向上を図
る。内容は左記のもの
とし、指導の時期や時

数は児童の実態に応じ
て設定する。 

〇 プログラミングの体

験・実践 

特別活動、道徳の時間にお

ける情報教育 

〇 学校行事や委員会活動

において、コンピュータ

や情報通信ネットワーク
を活用する活動などを通
して、情報活用の実践力

を高める。 
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エ 人権教育の全体計画 

 

 

 

 

 

 

学 年 の 人 権 教 育 の 重 点 目 標 

1年 2年 3年 4年 5年 6年 

友達を仲間はずれにしない 友達を差別せず仲良くする 差別をしない、差別を許さない心をつくる 

〇 誰とでも仲良く 

する。 

〇 誰とでも仲良く 

 助け合う。 

〇 お互いに励まし 

 合い、助け合う。 

〇 相手の気持ちを 

 考え、励まし合い 

 助け合う。 

〇 相手の立場を考

え、互いに励まし

合い助け合う。 

〇 広い心を持って、

異なる立場や意

見を尊重する。 

各教科 道 徳 特別活動 
総合的な学習の

時間 
諸教育活動 

英語・外国語活動・ 

外国語科 

〇 基礎的・基本的

事項の徹底 

〇 基本的人権を尊

重する精神や人

間愛の育成 

〇 科学的、合理的

な見方、考え方の

育成 

〇 正しい職業観や

勤労観の育成 

〇 人間尊重の精神の育成 

〇 相手の立場に立って考

え、主体的に行動できる

道徳的実践力の育成 

〇 誰に対しても差別するこ

とや偏見を持つことなく、

公正・公平に生きていく態

度の育成 

〇 生命に対する畏敬の念

の育成 

〇 基本的生活習慣の育成 

〇 道徳的心情や道徳的判

断力の育成 

〇 望ましい人間関係をつくる

とともに、身近な生活上の

諸問題に気付き、自分たち

の問題として協同で解決し

ようとする実践力の育成 

〇 心身の調和のとれた発達

と個性の伸長 

〇 集団の一員としての自主

的実践的な態度の育成 

〇 集団内における個人の尊

厳と合理的なものの見方、

考え方の育成 

〇 関連的指導や具体的指導

の実践 

〇  同学年・異

学年の児童

や 地 域 の

人々との交

流による望ま

しい人間関

係や連帯感、

職業観の育

成 

〇 集団の一員と

しての自覚を

もち、励まし合

い助け合う生

活態度の育成 

〇 主体性、連帯

感をもった実

践的な社会性

の育成 

〇 日本と外国の

言葉の違いに

対する気付に

よる互いのよさ

の理解 

〇 日本と外国の

文化や習慣の

違いに対する

気付きによる

互いのよさの

理解。 

・宮崎県人権教育基本方針 
・西都市総合計画 

地域・学校の実態 

地域との連携 

家庭との連携 

児童の発達段階及び 
学習・生活の実態把握 

人権教育の目標 
(１)学校の全教育活動を通して、望ましい人間関係を醸成する。 

(２)お互いに尊重し合い、協力する活動を通して連帯感を深める。 
(３)正しい職業観、勤労観を育てるとともに、適正な進路指導を進める。 
(４)学力向上と健康の増進を図り、自主・自立の精神を高める。 

(５)科学的、合理的な見方・考え方を育て、正しく判断できる力と、不合理な差別を排除
していく強靭な意志力を養う。 

本校の重点目標 
(１)友達を持ち物・服装・容姿・心身の障がい、腕力などによって差別したり、仲間はずれ
にしたりしないように、相手の気持ちを大切にして、誰とでも仲良くしようとする態度を

養う。 
(２)友達や人々を性別、家庭の貧富、職業などによって差別することの不合理に気付か
せ、みんなで協力して、お互いに友達一人一人を認め合い、大切にしようとする態度を

養う。 
(３)人間関係と人権に対する理解を深め、偏見や差別のない仲間意識を高めて、望まし
い人間関係をつくろうとする態度を養う。 

学校の教育目標 
進んで学び 心豊かで 元気な児童の育成 

人間尊重に関する正しい知識 
①人権にかかわる概念 

②生命尊重 
③自己理解・自尊感情 
④他者理解 

⑤人間関係の在り方 
⑥社会参加 
⑦同和問題をはじめとする様々な 

人権問題 
⑧人権に関する歴史や条約・法令等 

人権尊重に関する 
望ましい価値観 

①生命あるものすべてが、かけがえのな

いものであることを認識し、生命を尊
ぶ心をもとうとする。 
②あらゆる差別や偏見を許さず、なくし

ていこうとする。 
③自他の違いを認め、尊重し、共に生き
ていく社会の実現を目指そうとする。 

よりよい人間関係を 
つくるための技能 

①伝え合い分かり合うためのコ

ミュニケーション能力 
②自他の人間関係を調整する
能力 

③自他の要求を共に満たせる
解決方法を見いだし、それを
実現させる能力 

めざす児童像 
One step ahead  Be the challenger 
未来を見据えて 一歩先行く人になる 

気づき 考え 行動する 

関連 関連 

関連 
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オ 生徒指導の全体計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒指導の基本方針  

・自立に向けた基本的な生活習慣の確立を図
る。 

・違いを認め、互いを思いやる人間関係の構
築を図る。 

・児童一人一人が活躍できるよう個に応じた
指導の充実を図る。 

・時間やきまりを守る規範意識の確立を図る。 

・職員間で児童の情報交換を行い、指導方法
の統一化を図り、連携して指導にあたる。 

 

 

連携して、 学年の重点目標  

〇低学年 
 
・きまりを守って、友達と仲良く過ごすことがで
きる。 
・明るく元気な挨拶や返事ができる。 
・相手の話を聞き、自分の考えをもつことがで
きる。 
 
〇中学年 
 
・きまりを守り、友達と協力して行動することが
できる。 
・進んで気持ちのよい挨拶ができる。 
・相手の話を聞き、自分の考えや気持ちを表
現できるようになる。 
 
〇高学年 
 
・きまりを守り、友達と協力して、よりよい学校
づくりに努める。 
・時と場所にふさわしい挨拶や振る舞いがで
きる。 
・相互の立場を認め合いながら、自分の考え
を表現できる。 
・よく考え、よいと思うことに進んで取り組み、よ
りよい自分を目指して行動することができる。  

特別活動 

・学級や学校の諸問題を解決する
活動を通して、よりよい生活を築こ
うとする態度を養う。 

・異年齢交流や行事への参加を通
して、友好的な心情や協調、奉仕の
心を培う。  

総合的な学習の時間 （さいと学） 

・自ら課題に気づき、考え、主体的
に行動し、問題を解決しようとする
態度を育てる。 

・考えたことや学習したことを適切
に表現できるようになる。 

・色々な学び方や考え方を身につ
け、自分の目標や夢に生かすこと
ができるようになる。 

 

保護者や関係機関等との連携 

・保護者に学校経営ビジョンや
学校のきまり等を説明し、子ど
もに対する姿勢や思いを共有
し、連携を強化する。 
 
・関係機関と連携を密にし、児
童の健全育成を図る。 
（SC、SSW、友愛園等） 
 
・体験活動や地域の行事に積
極的に参加し、地域や社会の
一員としての意識や自覚を育
む。 
 

道 徳 教 育  

・きまりや挨拶の意義についての理
解を深め、規範意識の向上を図る。 
  
・よく考え正しく判断できる力をつ
ける。 
 
・互いの生命や気持ちを大切にす
る思いやりの心を育てる。 
 
・自己を見つめ、よりよく生きようと
する心情や態度を養う。 

外国語活動・外国語   

・外国の人々や異文化に興味・
関心をもち、違いを受け入れ、
尊重する態度を養う。 

・身につけた簡単な英語やジェ
スチャーを使って、積極的にコミ
ュニケーションを図ろうとする態
度を育てる。  

日本国憲法 
教育基本法 
学校教育法 
学習指導要領 
生徒指導提要 
西都市教育基本方針  

学校の教育目標 

進んで学び 心豊かで 元気な 児童の育成 

目指す児童像 

One step ahead   Be the challenger 

未来を見据えて 一歩先行く人になる  

気づき 考え 行動する 

社会の要請・教師の願い 

・社会の一員として自己を確立し、
主体的に行動できる人材の育成 

・自他の命を大切にし、他者との違
いを受け入れることができる心身と
もに調和のとれた人材の育成 

・自分の考えをもち、相手にきちん
と伝えられるコミュニケーション能
力を備えた人材の育成  

各 教 科  
 

〇一人一人の児童が参加し、活躍
できる授業 
 ・分かる、できる授業を展開する。 
 ・基礎的な学習の定着を図る。 
・振り返りを行い、自己の学びや

成長を実感できるようにする。 
 
〇コミュニケーション能力の育成 
・相手の話をしっかり聞くことを意

識させる。 
・考えたことや意見を表現する活

動を取り入れる。 
・平素から自分の気持ちを伝え合

える学級づくりに努める。 
 
〇学習規律の確立  
・学習の規則について、職員間で

共通理解を図り、実践する。  
  

生徒指導の視点  

・基本的生活習慣の定着 
・差別やいじめのない学校づくり   
・規範意識・安全意識の向上  児童の実態  

・素直で伸び伸びとした児童が多
く、学習や行事等に意欲的に取り
組む姿がよく見られる。 

・異年齢でも、円滑に仲良く過ごす
ことができるが、自分の気持ちを適
切に表現できず、集団に馴染めな
い児童もわずかに見られる。 
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